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  問 5 

問 5 平成 29 年度［問 03］改    

 

契約の成立 

意思表示（93 条～96 条） 
 

 売主Ａと買主Ｂが、マンションの一住戸甲（以下、本問において「甲」
という。）の売買契約（以下、本問において「本件契約」という。）を締結
した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい
ものはどれか。 

 

１ 本件契約が、ＡとＢの通謀虚偽表示により締結された場合、Ｂが甲の
所有者と称して、甲を、その事情を知らないＣに譲渡したときであって
も、ＡはＣに対し、自己の所有権を主張することができる。 

２ 本件契約が、Ｂの強迫により締結された場合、Ｂが、甲を、その事情
を知らないＤに譲渡したときは、Ａは、Ｂに対する意思表示を取り消し
たことをＤに対抗することができない。 

３ 本件契約が、Ｂの詐欺により締結された場合、Ａに、それを信じたこ
とに重大な過失があったときでも、Ａは、売却の意思表示を取り消すこ
とができる。 

４ 本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたＢの錯誤に
より締結された場合、Ｂにその錯誤による本件契約の取消しを主張する
意思がなくても、Ａは、本件契約の取消しを主張することができる。 

 

  

Ａ 



管理業務主任者 
過去問解説講座 上巻 
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■■〔正解〕３ ■■ 

□□ １ 誤 ⇒総合講義上17頁 
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とされる（民 94 条１
項）。もっとも、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗するこ
とができない（同条２項）。本肢において、Ｃは、甲を譲り受けてお
り、ＡＢ間の事情を知らないので、「善意の第三者」にあたる。した
がって、Ａは、Ｃに対し、ＡＢ間の売買契約の無効を対抗できず、
所有権を主張することはできない。 

□□ ２ 誤 ⇒総合講義上19頁 
強迫による意思表示は、取り消すことができる（民 96 条１項）。そ
して、この意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても対抗する
ことができる（同条３項参照）。したがって、Ａは、Ｂに対する意思
表示の取消しをＤに対抗することができる。なお、詐欺による取消
しは、善意でかつ過失のない第三者には対抗できない（同項）。 

□□ ３ 正 ⇒総合講義上19頁 
詐欺による意思表示は、取り消すことができる（民 96 条１項）。こ
れは、被害者保護の観点から、表意者に重大な過失がある場合にも
ゆるされている。したがって、Ａは、売却の意思表示を取り消すこ
とができる。 

□□ ４ 誤 ⇒総合講義上18頁 
意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであ
って、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、取り消すことができる（民 95 条１項１
号）。錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕
疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取
り消すことができる（民 120 条２項）。したがって、Ａは、本件契約
の取消しを主張することはできない。 
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   問 6 

問 6 令和 03 年度［問 01］    

 

契約の成立 

意思表示（93 条～96 条） 
 

 Ａが、Ｂとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をＢに売却す
る旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、
最も適切なものはどれか。 

 

１ Ａが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと売買契約を
締結した場合に、Ｂがその真意を知り、又は知ることができたときは、
Ａは、Ｂに対して当該契約の無効を主張することができる。 

２ Ａが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと通謀して売
買契約を締結し、所有権移転登記を済ませた後に、ＢがＡに無断で、そ
の事情を知らない第三者Ｃに甲を転売した場合に、Ｃにその事情を知ら
ないことについて過失があるときは、Ａは、Ｃに対して、虚偽表示によ
る当該売買契約の無効を主張することができる。 

３ Ａが、Ｂの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Ａの
取消し前に、Ｂが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことに
ついて過失のある第三者Ｄに甲を転売していたときは、Ａは、Ｄに対し
て取消しの効果を主張することができない。 

４ Ａが、Ｂの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Ａの
取消し前に、Ｂが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことに
ついて過失のない第三者Ｅに甲を転売していたときは、Ａは、Ｅに対し
て取消しの効果を主張することができない。 

 

  

Ａ 



管理業務主任者 
過去問解説講座 上巻 
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■■〔正解〕１ ■■ 

□□ １ 最も適切 ⇒総合講義上16頁 上巻Ｐ16 
Ａは「所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと売買契約
を締結」していることから、Ａの意思表示は心裡留保にあたる。心
裡留保による意思表示は、原則有効であるが、例外として、相手方
がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り（悪意）、または
知ることができた場合（有過失）には無効となる（民 93 条１項）。
よって、Ａは、Ｂに対して当該契約の無効を主張することができる。 

□□ ２ 不適切 ⇒総合講義上17頁 上巻Ｐ17 
Ａは「所有権を移転する意思がないにもかかわらず、相手方Ｂと通
謀して売買契約を締結」していることから、Ａの意思表示は通謀虚
偽表示である。通謀虚偽表示は、当事者間では保護に値しないこと
から、無効であるが（民 94 条１項）、例外として、善意の第三者に
はその無効を主張することができない（同条２項）。よって、Ｃは善
意であるから、Ａは、Ｃに対して、当該売買契約の無効を主張する
ことができない。 

□□ ３ 不適切 ⇒総合講義上19頁 上巻Ｐ19 
詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その取消しは、善
意無過失の第三者に主張することができない（民 96 条１項、３項）。
本肢の第三者Ｄは、Ｂによる詐欺の事実について「知らず（善意）、
かつその事情を知らないことについて過失のある（有過失）」者であ
る。したがって、Ａは、Ｄに対して取消しの効果を主張することが
できる。 

□□ ４ 不適切 ⇒総合講義上19頁 上巻Ｐ19 
強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しは、善意か
つ無過失の第三者にも主張することができる（民 96 条１項、３項参
照）。したがって、本肢の場合、Ａは、Ｅに対して取消しの効果を主
張することができる。 
   


